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策定趣旨・位置付け

第1章 策定趣旨

 プランの策定趣旨

 プランの位置づけ

【EV・PHV・FCV普及加速プラン（仮称）の位置づけ】

本プランは、本県の環境保全に関する施策全般の柱であり、その施策の方向の一つに環境と調和した自動車
利用を位置付けた「第5次愛知県環境基本計画」（策定中、以下、「基本計画」という。）、温暖化戦略
2030及び自動車戦略に基づき、EV等の普及加速に取り組むための実行計画として策定するものであり、
2020年度に目標年度を迎えた「EV・PHVタウン事業」やインフラ整備・配置計画の成果や理念を継承し、「愛
知県水素ステーション整備・配置計画」 （2014年2月策定、以下、「水素ST整備・配置計画」という。）との
整合性を保ちつつ、EV等の普及を推進していきます。

地球温暖化対策は人類共通の喫緊の課題であり、新たな国際枠組みである「パリ協定」の採択（2015年
12月採択、2016年11月発効）、我が国における2030年度までの温室効果ガス排出量削減目標や、その
達成のための対策等を定めた「地球温暖化対策計画」の閣議決定（2016年５月）等を受け、本県では
2018年2月、「あいち地球温暖化防止戦略2030」 （以下、「温暖化戦略2030」という。）を策定し、中長
期の地球温暖化防止の取組を積極的に推進しています。
一方、本県は、モノづくり産業の集積地で人口が多く、人や物の移動が極めて多い交通の要衝となっており、県
内の自動車保有台数、自動車からのCO2排出量ともに全国第1位であり、全国に先駆けて自動車からの排出
量削減を進めることが、この地域の責務となっています。
このため、県では温暖化戦略2030や、2013年3月に策定した「あいち自動車環境戦略2020」 （以下、「
自動車戦略」という。） に基づき、 「EV・PHVタウン事業」や「愛知県次世代自動車充電インフラ整備・配置計
画」 （2013年7月策定、以下、「インフラ整備・配置計画」という。）等により、走行時にCO2等の排出ガスを
出さない電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）（以下、「
EV等」という。）を始めとする次世代自動車※等の普及や自動車使用の改善に取り組んできました。
これまでの取組の結果、県内におけるEV等の普及及び関連するインフラ（充電インフラ、水素ステーション）の

整備は進みつつあるものの、依然として本格的な普及段階には至っておらず、自動車を含む運輸部門のCO2排
出削減は進んでいません。
こうした中、本プランは、世界的な自動車の電動化の潮流や、社会情勢の変化を踏まえ、県として、あるいは、
県が関係事業者、市町村等と連携・協働しながら実施するEV等の普及加速に向けた取組の方針を示すため、
新たに策定するものです。
※ハイブリッド自動車（HV）、EV、PHV、FCV、クリーンディーゼル自動車（CDV）、天然ガス自動車（NGV）
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普及対象・目標年度

目標年度

国は、自動車の環境性能に関して、「2050年までに世界で供給する日本車について世界最高水準の環境性
能を実現する」という長期ゴールを掲げており、その達成に向けたマイルストーンとして、2030年度に新車乗用車販
売台数に占める割合を、 EV・PHVは20～30%、FCVは～3%とすることを目指しています。
本県の基本計画は、2040年頃までの長期を展望した上で、2030年までを計画期間としています。また温暖
化戦略2030では、2030年度の温室効果ガス排出削減目標を掲げています。
これらを踏まえ、本プランでは自動車環境を取り巻く2050年頃の脱炭素社会を見据えながら、温暖化戦略
2030の削減目標年としている2030年度を目標年度として、EV・PHV・FCVの普及加速を図ることとします。
なお、今後の地球温暖化対策の進展やEV等を取り巻く情勢の変化、ユーザーニーズの高まり等の変化に対応
するため、目標年度前であっても、必要に応じて見直しを行います。

第１章 策定趣旨

普及対象とする自動車

HV・EV・PHV・FCVといった電動車は、いずれも従来の内燃機関車よりも環境性能に優れた車ですが、本プラ
ンで普及を目指すのは、特に環境性能に優れ、本格的な普及に向けた後押しが必要なEV・PHV・FCVとします。
EV・PHV・FCVは、現在は市販モデルの大部分が乗用車ですが、車両１台あたりのCO2排出量が多く、今後

のEV等への転換が期待されるバス、貨物車も含めて普及加速を図ることとします。
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地球温暖化対策の動向

世界の温暖化対策の動向

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

【CO2排出量割合（国別）】

【パリ協定概要と各国のCO2削減目標】

中国
28%

アメリカ
14%

インド, 
6.6, 7%

ロシア
5%

日本
3%ドイツ2%

韓国
カナダ
2%

インドネシア
1%

メキシコ1%

ブラジル
1%

オーストラリア
1%

イギリス1%

イタリア1%

フランス1%

その他
29%

出所： EDMC／エネルギー・経済
統計要覧2020年版より作成

グローバル

出所： 環境省「パリ協定の概要」より作成

目的 • 世界共通の長期目標として、産業革命前からの平均気温の
上昇を2℃より十分下方に保持。1.5℃に抑える努力を追求。

各国の
目標

• 各国は約束（削減目標）を作成・提出・維持する
• 各国の削減目標の目的を達成するための国内対策をとる
• 削減目標は5年ごとに提出・更新し、従来より前進を示す

長期
戦略

• 全ての国が長期低排出開発戦略を策定・提出するよう努める
（COP決定で、2020年までの提出を招請）

進捗確認

• 5年ごとに全体進捗を評価するため、協定の実施状況を定期的
に確認する

• 世界全体として実施状況の検討結果は、各国の行動及び支
援を更新する際の情報として活用する

国名 削減目標

日本

2030年までに26%削減
※長期目標：2050年80%削減 2013年比

米国
2025年までに26-28%削減 2005年比

EU
2030年までに40%削減 1990年比

中国

GDP当たりCO2排出を
2030年までに60-65%削減 2005年比

出所：国連「INDC」より作成

2%

産業革命以降2013年までの間で、世界のCO2の年間排出量は約330億トンまで増加し、累積CO2排出
量は1兆9,000億トンに達しています。
その結果、平均気温は0.85℃上昇し、このペースで排出が続くと、30年後には平均気温は2℃以上上昇す
ることが予想され、食糧危機、病気蔓延、自然災害の規模や発生数拡大等多くの問題が表面化しつつありま
す。
地球温暖化対策は人類共通の喫緊の課題であり、 2015年12月に開催された国連気候変動枠組条約第
21回締約国会議（COP21）において，2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための国際枠組みとし
てパリ協定が採択されました。
パリ協定の枠組みでは、世界共通の長期目標としての2℃目標の設定、1.5℃に抑える努力を追求すること
や、主要排出国を含む全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新することが求められており、協定の発効を受
け、各国は2030年と2050年のCO2削減自主目標を設定し、取組を強化しています。

国別
CO2排出量
割合(’17)

========
合計
328億t
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運輸
18%

産業
35%業務

17%

家庭
15%

その他
15%

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

国の温暖化対策の動向

我が国においても、2016年5月に「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、 「2030年度に2013年度比で
26.0％削減する」との中期目標について、各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにし、削減目標達成へ
の道筋を付けるとともに、長期的な目標として2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指すことが位
置付けられました。
また、2019年6月には、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が閣議決定され、今世紀後半のできる
だけ早期に「脱炭素社会」の実現を目指すことを掲げていましたが、2020年10月には、2050年に国内の温室効
果ガス排出量を実質ゼロにする方針が発表されました。今後、脱炭素化への流れが加速する可能性があります。
国内の温室効果ガス排出量の内訳を見ると、運輸部門の排出量は約2割を占め、その大部分は自動車からの
排出となっています。
このため、「地球温暖化対策計画」においても、交通流対策の推進や、公共交通機関及び自転車といった環境
負荷の低い移動手段の利用促進、そして、EV等を始めとする次世代自動車の普及、燃費改善等といった自動
車そのものの低炭素化が対策・施策として盛り込まれ、取組が進められています。

日本

出所：環境省「2018年度（平成30年度）の
温室効果ガス排出量（確報値）」

自動車
(旅客)
49%

自動車
(貨物)
37%

航空
5%

内航海運
5%

鉄道
4%

部門別
CO2排出量
割合(’18)

========
合計
11.4億t

運輸部門
における
CO2排出量
割合(’18)

========
合計
2.1億t

【国内の温室効果ガス排出量（2018年度）】

出所：「地球温暖化対策計画」より作成

【地球温暖化対策計画の概要】
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275,000
385,000

1,200,000

137,306

世界の自動車低炭素化の動向

【米欧日中の燃費規制（CO2排出量）】

50

100

150

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

中国
EU
日本
米国 EU 2030：59

日本 2030：74
中国 2025：93

米国 2026：117

CO
2排
出
量
（
g/
km
)

出所： ICCT “global fuel efficiency comparison charts”をベースに作成（NEDCベース）
数値は乗用車の規制値

【各国の次世代自動車普及目標】

EV・PHV・
FCV

普及目標

【保有】2030年に
EV・PHV16%、
FCV1%（80万台）
【販売】2030年までに
20-30％をEV/PHVに
3%をFCVにする

【保有】
2025年に150万台
【カリフォルニア州】
2030年までにFCV100
万台導入
2035年以降内燃機関
車の新車販売禁止

【保有】2020年に150
万台

【保有】
2020年に500万台
2030年に8000万台

（FCV100万台）
【販売】
2035年をめどに全てを環境
対応車（EV・PHV・
FCV50%、HV50%）にす
る方向で検討中

 【販売】
2025年以降内燃機関
車の新車販売禁止

保有台数※1
(2018年度末)

販売台数
(2018年)

充電インフラ数
(2018年度末)

29,971
販売台数
（台）

50,353

充電
インフラ数
（基）

保有台数
（台）

258,109
54,500

1,129,570

361,310

1,078,530

2,306,300
EV
PHV

EV/PHV
EV
PHV

EV
PHV
FCV

EV
PHV

12,371

249,000

72,690

FCV

販売台数
（台）

充電
インフラ数
（基）

保有台数
（台）

販売台数
（台）

充電
インフラ数
（基）

保有台数
（台）

販売台数
（台）

充電
インフラ数
（基）

保有台数
（台）

販売台数
（台）

充電
インフラ数
（基）

保有台数
（台）

【1.1%】
【2.5%】 【2.5%】

【4.5%】

【46.4%】

自動車の低炭素化に向けた取組として、パリ協定以降、世界各国は燃費規制の強化を進めており、燃費基
準となる規制値の達成に向けて、EV等の普及を中心とした対策を推進しています。
米国、EU、中国といった、世界的に多くの自動車を有する国々では、EV等の普及目標が掲げられるとともに、
中国・米国カリフォルニア州などでは、自動車メーカーに一定のZEV※の販売を義務付ける独自の規制も実施さ
れています。
※ZEV：Zero Emission Vehicle（EV・PHV・FCV）
さらに、ノルウェー(2025年)、英国(2030年)、中国(2035年）、米国カリフォルニア州(2035年)などの一部
の国と地域では、ガソリン車・ディーゼル車といった内燃機関車の販売禁止方針が順次打ち出されています。
我が国においても、2030年度の次世代自動車の普及目標（詳細はP８参照）を掲げるとともに、2020年

3月には、2030年度の平均燃費目標が発表され、乗用車の平均燃費25.4km/L（現在より32.4%の向上
）が目標値として設定されています。
このように、自動車の低炭素化・電動化に向けた世界的な流れの中、各自動車メーカーは、燃費性能の向上
やEV等の開発に取り組んでいます。

出所：各国省庁HP、各国統計資料、IEA資料（2019）
※1 数値は全て乗用車の台数を記載 ※2販売台数の【 】内の数値は、新車販売に占める割合

自動車低炭素化の動向

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題
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第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

国内の次世代自動車普及の動向

【参考：国における次世代自動車等の普及目標）】
自動車新時代戦略会議・
地球温暖化対策計画 等

水素基本戦略・
水素燃料電池戦略ロードマップ

2030年度 2050年度 2020年度 2025年度 2030年度

目標
次世代自動車：
新車乗用車販売の

5～7割

1台・1kmあたりGHG※排
出量：

8割程度削減
（2010年比）

FCV：4万台
FCバス：100台
水素ST：160か所

FCV：20万台
水素ST：320か所

FCV：80万台
FCバス：1,200台
水素ST：900か所相当

対象
車種

HV 30~40%

乗用車：電動車率
100%

- - -
EV

20~30%
- - -

PHV - - -
FCV ~3% 4万台 20万台 80万台
CDV 5~10% - - - -

国の次世代自動車普及推進動向

また、経済産業省と（一社）次世代自動車振興センターは、2019年7月に電動車の普及と社会的活用を
推進するため自動車メーカー、エネルギー企業、電動車活用を積極的に進める企業や地方自治体等とともに「電
動車活用社会推進協議会（CEVS）」を立ち上げました。
CEVSでは、電動車の持つエネルギーインフラとしての価値に着目し、電動車活用事例の共有や、企業間の連
携を通じて、電動車の効率的・効果的な活用方法・技術の検討や課題の抽出、電動車の車載電池の二次利
用の活用、商用車における電動車の有効活用のユースケースの検討を進め、低炭素・分散・強靭な自動車・エネ
ルギー融合社会の構築を目指しています。

我が国では、「自動車新時代戦略会議中間整理(2018年8月)｣において、2050年までに、世界で供給する
日本車の電動化を進め、世界最高水準の環境性能を実現するとともに、世界のエネルギー供給とも連動し、
“Well-to-Wheel Zero Emission”チャレンジに貢献することを長期ゴールとして掲げています。また、その実現
に向けたマイルストーンとして、2030年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割合を5～7割とする
ことを目指しています。
さらに、FCVは、世界に先駆けて水素社会を実現するための「水素基本戦略」（2017年12月策定）におい
て、2030年までの普及目標等を掲げるとともに、産学官のアクションプランとしての「水素・燃料電池戦略ロードマ
ップ」（2019年3月）を大幅改訂し、FCVの量産化、低価格化等に向けたコスト目標などを掲げ、取組を進め
ています。

出所：自動車新時代戦略会議中間整理、水素燃料電池戦略ロードマップより作成
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 SDGs、今後の環境政策の視点
SDGs※1は，2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載さ
れた2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であり、17のゴール・169のターゲットから構成さ
れ，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。
本県は、2019年7月に内閣府から「SDGs未来都市」※2に選定されたことを受け、 SDGsの達成に向けた取
組を推進しており、2021年策定（予定）の基本計画では、 「SDGs達成に向け、環境を原動力に経済・社会
が統合的に向上する「環境首都あいち」」の実現を目指しています。
このため、本プランが目指すEV・PHV・FCVの普及加速も、環境・経済・社会の統合的向上につながり、SDGs
の達成に貢献するものとして、取組を進める必要があります。
※1 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）
※2 内閣府が持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・地域として選定

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

環境・経済・社会との関わり 関連するSDGs
以下の点から、環境・経済・社会の統合的向上につながり、
環境負荷の少ない、持続可能な社会づくりに貢献

• 環境：CO2排出量削減、大気汚染、騒音環境の改善

• 経済：自動車産業の発展、高付加価値のモノづくりの維持・拡大

• 社会：EV等のエネルギーインフラとしての活用により、
レジリエントなまちづくりにも貢献

EV等を取り巻く社会情勢の変化

【EV・PHV・FCV普及加速プランとSDGｓとの関連性】

民間企業においても、SDGsの達成に向け取組が進められており、従来の事業活動が社会へ与える影響に責
任を持とうとする考え方（CSR）から、SDGsを本業として取組むことで社会課題の解決（社会価値）と企業の
利益（経済価値）を同時実現する共有価値の創造（CSV）という考え方が広まっています。
また、従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）
要素も考慮したESG投資の概念も、特に、年金基金など大きな資産を超長期で運用する機関投資家を中心に
、拡大しており、SDGsと合わせて注目されています。
加えて、非営利団体 The Climate Groupの主導のもと、EVへの移行またはインフラ整備等の普及に積極的
に取り組む企業が集結する国際イニシアティブ「EV100」 が2017年9月に発足、日本企業からも参画する等、
取組が進められています。

企業の動向

9



蓄電・給電機能活用の動向

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

近年、EV・PHV・FCVの蓄電・給電機能を、災害時やエネルギーインフラの一部として活用することに対する社
会的な期待が高まっています。
EV・PHVは大容量の蓄電池を搭載しており、充給電設備（V2H※機器）と組み合わせることで、定置型の蓄
電池と同様に、住宅、オフィス等の省エネ対策や太陽光発電の自家消費率の向上が可能（V2H、V2B※）で
す。さらに、将来的には、エネルギーシステムに連結し、電力の需給調整、系統電力の安定化（V2G※）に活用
することで、地域の再生可能エネルギーの導入拡大へも貢献できる可能性があります。
また、EV・PHVに加えてFCVも、蓄電池に貯めた電気や燃料電池で発電した電気を、車内コンセントや、外部
給電器、V2H機器の利用により外部への給電が可能であり、日常的な利用に加え、災害時の非常用電源とし
ても活用が可能です。
特に、2019年9月に千葉県において、台風15号による大規模停電が発生した際には、自動車メーカー等の協
力により、多くのEV等が避難所等で非常用電源として活用され、その有用性が注目され始めました。非常時でガ
ソリンなどの燃料が不足する際にも、移動手段となり得る、給電ニーズのある場所へ移動できるという点もEV等な
らではのメリットです。
近年、全国的に自治体と自動車メーカーやディーラー等との協定により、災害時の電動車活用を推進する流れ
があり、国においても、「災害時における電動車の活用促進マニュアル」（2020年7月）の公表や、「総力戦で挑
む防災・減災プロジェクト」（2020年7月取りまとめ）に基づく、EV等を迅速に派遣できる連絡調整体制の構築
についての検討が開始されるなど、電動車を地域の災害対応力強化に活用する動きが本格化しています。
本県においては、「EV・PHV用充給電設備整備促進ガイドライン」（2016年3月策定）により、蓄電・給電機
能の啓発を行うとともに、2020年1月には、県とトヨタ自動車等が災害時の電動車活用を含む包括連携協定を
締結したことを始め、他の県内自治体においても、自動車メーカー等との協定締結が進められているところです。
引き続き、EV等が移動手段としてはもちろんのこと、それ以外の面でも持続可能な社会づくりに貢献するものとし
て、普及加速を図る必要があります。

住宅

オフィス/公共施設

EV・PHV・FCV

電力会社

V2H

V2B

V2G

電動化されたモビリティと
電力網が連携することにより、

系統安定化に寄与

蓄えられた電力を
オフィス/公共施設で有効活用
非常時にも利用可能

蓄えられた電力を
家で有効活用

非常時にも利用可能

【蓄電・給電機能の活用イメージ】

10

※V2H・V2B・V2G：Vehicle to Home、Vehicle to Building、Vehicle to Gridの略で、自動車に搭載
された蓄電池から家庭（Home)や、建築物（Building）、電力系統（Grid)に電力を供給できる機能



第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

技術革新（CASE、MaaS）の動向

新型コロナウイルス感染症による環境変化

物流の動向

上記三点についても、今後記載予定
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愛知, 530 , 6%
東京, 440 , 5%

埼玉, 414 , 5%

神奈川, 401 , 5%

大阪, 378 , 5%

その他, 6,027 , 74%

愛知, 11,907 , 7% 北海道, 9,793 , 5%

大阪, 9,648 , 5%

東京, 9,332 , 5%

埼玉, 8,973 , 5%

その他, 132,972 , 73%

本県における取組状況と評価

本県では、国の「地球温暖化対策計画」の閣議決定（2016年５月）等を受け、中長期の地球温暖化防
止の取組を積極的に推進するため、2018年２月、 「あいち地球温暖化防止戦略2030」 を策定しています。
また、温暖化戦略2030に掲げた温室効果ガス排出削減目標の達成に向けて県、事業者及び県民の責務を
明らかにし、全ての主体が自主的かつ積極的に取り組むべき事項を定めることにより、地球温暖化対策を推進す
るため、「愛知県地球温暖化対策推進条例」を2018年10月に制定しました。
一方、本県は、モノづくり産業の集積地で人口が多く、人や物の移動が極めて多い交通の要衝となっています。
このため、県内の自動車保有台数、自動車からのCO2排出量ともに全国第1位となっており、全国に先駆けて自
動車環境対策に取り組むことが、この地域の責務となっています。

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

本県の自動車環境対策の状況

【都道府県別（上位5位）自動車保有台数（2019年度末）及び自動車CO2排出量（2019年度）】

これまでに、本県では、大気環境や騒音の改善、温室効果ガス排出削減に向けた総合的な自動車環境対策
に取り組むため、2013年3月に「あいち自動車環境戦略2020」 を策定し、2020年度の次世代自動車等先
進エコカー※の普及目標を掲げ、次世代自動車等の普及促進や自動車使用の改善に取り組んできました。
このような取組の結果、2014年度以降は、県内の全ての自動車排出ガス測定局において、二酸化窒素（
NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）の大気環境基準を達成するなど、大気環境については改善が進んでき
ました。
また、次世代自動車等の普及については目標年度前に達成しています。

出所：自動車保有台数（（一財）自動車検査登録情報協会）

（万台）
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（千ｔ）

出所：自動車燃料消費量調査（国土交通省）を基に、愛知県調べ

【県内自動車排出ガス測定局における環境基準達成状況の経年変化】

出所：愛知県調べ

※次世代自動車等先進エコカー：次世代自動車（HV、EV、PHV、FCV、CDV、NGV）及び環境性能に優れた従来車
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第2章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

【「あいちEV・PHV普及ネットワーク」及び「あいちFCV普及促進協議会」の概要】
EV・PHV FCV

あいちEV・PHV普及ネットワーク あいちFCV普及促進協議会

設立 2009年4月 2005年7月

目的 • EV・PHVの普及促進
• 充電インフラの整備促進

• FCVの普及促進
• 水素ステーションの整備促進

構成員
93団体

自治体、自動車メーカー、
充電設備関連事業者、電力会社

74団体
自治体、自動車メーカー、

水素ステーション関連事業者等

WG 初期需要創出WG、充電インフラWG、
普及啓発WG、効果評価WG 水素ステーション整備WG
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次世代自動車等のうち、EV・PHVの普及に向けては、2009年に国の「EV・PHVタウン事業」のモデル地域に
選定されたことを受け2009年4月に、電力会社や自動車メーカー、充電器メーカー、小売業者、市町村など幅
広い分野の関係者で構成する「あいちEV・PHV普及ネットワーク」 （以下、「ネットワーク」という。）を設立し、
構成員と連携・協働して EV・PHVの率先導入による需要の創出や、インフラ整備・配置計画に基づく充電イン
フラ整備促進、普及啓発などに取り組んでいます。
また、FCVについては、企業や行政が一体となって2005年7月に設置した「あいちFCV普及促進協議会」 （
以下、「協議会」という。）において、普及啓発などに取り組むとともに、水素ST整備・配置計画に基づき、2025
年度を目標年度に水素ステーションの整備促進を図っています。

根拠 あいち自動車環境戦略2020 EV・PHVタウン事業 水素ステーション整備・配置計画

目標年度 2020年度 2020年度 2025年度

目標値
次世代自動車等先進エコカー

の保有台数：
200万台（普及率42%）

EV・PHV累計（販売）台数：
42,000台

FCV累計台数：
20万台

現状値 207万台（普及率41%）
［2018年度末］

32,140台
［2019年度末］

1,169台
［2019年度末］

【現在の普及目標の進捗状況】



※1 電気自動車イニシアティブ。2009年にクリーンエネルギー大臣会合（CEM）の下に設立。
2019年11月時点で、13か国（カナダ、中国、チリ、フィンランド、フランス、ドイツ、インド、日本、オランダ、
ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデン、イギリス）が参加し、EV・PHV・FCVの普及促進に取り組む。

※2 2030年までに，全ての自動車（バス，トラック含む）を対象として，新車販売シェアに占める
電気自動車（EV・PHV・FCV）の割合を，参加国全体で３０％以上とすることを目指す。

【PCPの概要】
EVI※1グローバルEVパイロットシティプログラム（PCP）

設立 2018年5月

目的 EVIのEV30＠30キャンペーンの目標※2達成のため、EV・PHV・FCVの普及促進に先導的に取り
組む世界の自治体間の交流と協力を促す。

事務局 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）
構成員 15か国41都市（2020年１月時点）

さらに、「EVIグローバルEVパイロットシティプログラム」（PCP）に参画（2018年5月～）し、EV等の普及に
取り組む世界の自治体と課題や取組を共有しています。

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

このような、事業者や市町村等と連携・協働した取組に加え、本県としては、旅客・貨物運送事業者や中小企
業等の事業者に対するEV等の導入補助金や、EV・PHV・FCVを対象とした独自の自動車税の課税免除措置
による支援等を実施しています。
（これまでの主な取組とその実績については、次ページの取りまとめを参照。）
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本県の取組実績
項目 内容 実績

車
両

導入費用
等の低減

旅客・貨物運送事業者や中小
企業等の事業者への導入補助

• 累計交付実績（～2019年度）
EV：629台、PHV：517台、FCV：457台

自動車税課税免除
• 課税免除対象の新車新規登録台数（2012～2020.3末）
EV：11,176台、PHV：17,567台、FCV：1,145台

• 累計免除額（既登録分の今後の課税免除分を含む）：約53億円

導入促進の
仕組

自動車エコ事業所の認定
• エコカー導入等に取り組む認定事業所数（2002～2019年度）：
131事業所 （うち、EV・PHV・FCV導入：10事業所）

低公害車導入義務制度
• 報告実績（2019年度）
報告/導入目標達成事業者数：170/170事業者 （達成率100%）

需要創出 公用車、社用車への率先導入

• 県内自治体におけるEV等保有状況（2018年度末）：158台
内訳:EV 73台、PHV 68台、FCV 17台
（うち、県）EV 1台、PHV 5台、FCV 3台
導入率：導入率1.2％

普及啓発

展示会、試乗会等の開催
• 開催実績（2019年度）
EV・PHV：41回うち試乗会6回, FCV：17回うち試乗会3回
普及加速フォーラム：1回

体験授業等の開催
• 小・中学生対象 水素社会体験ツアー参加者：延べ434人
• 工業高校生対象 FCV専門講座参加者：延べ1,119人

啓発資材の作成
• 県民向けリーフレット、啓発資材を作成し、 啓発活動で活用。
• ネットワークの共通ロゴマークを、啓発資材等で活用。

研究・開発
の促進

研究開発助成・産学行政連携の
研究開発プロジェクトの実施

• 研究開発助成実績（2020年度、次世代自動車分野）：13件
• 知の拠点あいち重点研究プロジェクト（2019～2021年度、関連分野）：３件

充
電
イ
ン
フ
ラ

公共用充
電インフラ

「インフラ整備・配置計画」の推進

• 公共用充電インフラの整備状況（2019年度末実績/目標）
基数：1,929基/2,000基 箇所数：1,229箇所/1,451箇所

• 「愛知県次世代自動車充電インフラ整備・運用ガイドライン」（2014年10月）
を策定し、整備促進に活用。

公共施設への充電インフラ整備
• 公共施設への整備実績：
22自治体、133基（2020年度末時点）

利便性向上のため充電インフラの
情報把握、情報発信

• 充電設備の開発情報や新規に設置された充電スポットの情報収集と発信。
• 充電マナー向上のための啓発活動の実施。

基礎充電 集合住宅への働きかけ • マンションディベロッパー（2社）がネットワークに参画。
通勤・業務
利用の拡大 通勤・業務利用の拡大

• 「従業員向け充電設備整備促進ガイドライン」（2016年3月）を策定し、啓発に
活用するとともに、通勤・業務利用での好事例の情報発信。

水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

整備事業
者への支援

整備費及び需要創出活動費の
補助

• 県内整備数33カ所（整備中含む）
【整備費補助金交付実績】 17件（うち２件は継続実施中）、2020年度新た
に５件採択
【需要創出活動費補助金交付実績】 20件（2019年度）

規制の見直しの推進 • 水素ステーションに係る保安規制の見直しの推進を国へ要請。
新規参入事業者の掘り起こし • 関心のある企業へ訪問し、支援施策等についての説明。

普及啓発
「愛知県庁水素社会普及啓発ゾー
ン」での啓発 • 普及啓発ゾーン累計対応者数（2015～）：5,176人

• 水素社会体験ツアー参加者（2016～）：延べ434人県内水素ステーション運営事業者と
連携した啓発

水素利活
用モデルの
構築

水素利活用モデルケースの構築
• 空港島内において水素ステーションとFCフォークリフトを整備・導入。
• 空港島と対岸の商業施設を結ぶシャトルバスの一部に、FCバスが導入・運行開始。
• 上記取組県内外へ周知し、関連産業への参入を促進。

蓄
電
・
給
電

蓄電・給電
機能の活用

エネルギーインフラとしての利用促進
• 「EV・PHV用充給電設備整備促進ガイドライン」を策定（2016年3月）し、外部
給電機能の啓発やイベントでの外部給電デモを実施。

• 住宅用地球温暖化対策設備の補助実績（2015～2019年度）：V2H 32件
防災活用の促進 • 自治体と自動車メーカー等で災害時の電動車活用に関する協力を含む連携協定

を締結。

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題
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13%
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【県内の温室効果ガス排出量（2017年度）】

出所：愛知県調べ
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【県内の運輸部門の温室効果ガス排出量の推移】

※2018,2019年度の自動車以外の排出量は未算定

（千t-CO2) （台)
目標：
2013年度比28.9%削減

部門別
CO2排出量
割合(’17)

========
合計

81,589千t

県内全体の排出量の約2割にあたる運輸部門の温室効果ガスについては、その大部分を自動車からの排出が
占めていますが、削減が進んでおらず、温暖化戦略2030に掲げる運輸部門の排出削減目標（2030年度に、
2013年度比で28.9%削減）の達成に向けて一層の削減が必要です。
このため、自動車からの温室効果ガス排出削減に向けては、世界的な電動化の潮流を捉え、 CASE、MaaS
といった技術革新の動向や、新型コロナウィルス感染症の影響による社会の変化を踏まえながら、EV等の普及加
速を始めとした、さらなる取組の推進が必要な状況です。

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

運輸部門の温室効果ガスの状況と評価
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車両の普及状況
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出所：自動車保有台数（（一財）自動車検査登録情報協会）出所：新車登録台数年報（（一社）日本自動車販売協会連合会）

本県の自動車保有台数は、約530万台（2019年度末）であり、主に乗用車の増加により、わずかに増加
傾向にあります。
また、これまでの取組の結果、県内のEV等の合計保有台数は22,998台（登録自動車のみ、2018年度末
）で、年々増加しています。県内の保有台数は全国第1位となっていますが、自動車全体に占める販売割合、
保有割合は依然として極めて低い状況にあります。

県内の普及の現状と課題（車両）

【EV・PHV・FCV販売台数/割合※の推移】 【EV・PHV・FCV保有台数/割合※の推移】

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題
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（万台）

17

【自動車保有台数の推移】

出所：（一財）自動車検査業協会（自動車保有台数）

１位 ２位 ３位 全国

EV・PHV・FCV計 愛知県
（22,998台、0.67%）

東京都
（17,918台、0.57％）

神奈川県
（15,849台、0.58%） 232,873台

EV 神奈川県
（8,912台、0.32％）

愛知県
（8,300台、0.24％）

福岡県
（6,128台、0.32%） 107,709台

PHV 愛知県
（13,695台、0.40％）

東京都
(11,101台、0.35％）

神奈川県
（6,703台,0.24％） 122,128台

FCV 愛知県
（1,003台、0.03％）

東京都
（732台,0.02％）

神奈川県
（234台、0.01％） 3,036台

【 EV・PHV・FCVの保有台数及び全登録自動車に対する割合（2018年度末時点）】

※自動車保有台数は2019年度末時点、EV・PHV・FCVの保有台数は2018年度末時点

（年度）

（年度）
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従来車ユーザーがEV・PHV・FCVを保有していない理由

（%）

（n=211、複数回答可）
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車両価格

関心がなかった

EVPHVFCV

これは、現状ではEV等の普及台数が依然として少なく、県民がEV等を目にする機会・乗車機会も少ないこ
とに起因すると考えられ、今後の普及加速にあたっては、まず、効果的な普及啓発活動によりユーザーのEV等
に対する興味・関心を高めることが必要と考えられます。
効果的な啓発活動の視点としては、意識調査結果において、EV等のユーザーの多くが購入理由としたが、
従来車ユーザーの認知度が低かった「ランニングコスト」や「環境性能」のPRや、公共交通機関等へのEV等の
導入により、県民が実車に触れる機会を増やすこと等が考えられます。

出所：EV・PHV・FCVの普及に係る意識調査結果（愛知県）

資料４⑨も追加して1ページにまとめられるか。

第1回委員会資料の資料４の⑧、⑨を掲載し、要
書式修正。
インフラごとの満足度

EV・PHV・FCVユーザーの
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出所：EV・PHV・FCVの普及に係る意識調査結果（愛知県）

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

EV等の普及が進んでいない要因は、従来車と比較して高い車両価格や、インフラ環境に対する不安、走行
距離、ラインナップの不足などが考えられますが、 2019年度に、県が県内の自動車ユーザーに対して実施した
「EV・PHV・FCVの普及に係る意識調査」（以下、「意識調査」という。）の結果からは、そもそものEV等に対
する関心の低さが、EV等を保有（購入を検討）しない第1の理由であることがわかりました。
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第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

また、EV等の購入を検討する段階において課題となる導入費用等については、現状では、国と本県の補助
金を加えても従来車と比較して高額となっており、課税免除等によるランニングコストメリットを加味しても、導入
費用の差を埋める程にはなっていません。
今後も、自動車メーカーにおける価格低減の取組はもちろんのこと、普及状況等を踏まえた支援措置の継続
や、EV等の魅力（走行性能、静音性、蓄電・給電機能等）の発信、EV等の利用に対するインセンティブの
検討等により、導入促進を図る必要があります。

【車両導入費用のイメージ等（2020年9月時点）】
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【主要な車両・維持費の価格比較（県内で中小企業等が購入する場合）】

出所：愛知県調べ



第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

EV PHV FCV

個人 80% 79% 24%
法人 20% 21% 76%

出所（一社）次世代自動車振興センター データから愛知県作成
※国のクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金の交付内訳（2010～2018年度の合計）を集計

現在、県内に普及しているEV等の大部分は、市販モデルがある乗用車であり、 EV・PHVは個人ユーザーが、
FCVは法人ユーザーが大部分を占めていると考えられます。
【EV・PHV・FCVのユーザー属性】

【県内大規模事業者が所有する自動車の業種別車種構成（2017年度末）】
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下図は、県内の都市部で一定台数（30台以上）の自動車を有する事業者が所有する自動車について、業
種別の車種構成、年間の1台あたりの平均走行距離を示したものですが、事業利用においては、乗用車以外の
多様な車種も利用されているところです。
今後の本格的な普及に向けては、様々なユーザーニーズを満たすための多様な車種展開等が期待されます。

【県内大規模事業者が所有する自動車の業種別車種別台あたり年間走行距離（2017年度） 】

0
20,000

40,000
60,000
80,000

100,000
120,000

サ
ー
ビ
ス
業

医
療
，福
祉

運
輸
業
，郵
便
業

卸
売
業
，小
売
業

学
術
研
究
，専
門
・
技
術ｻｰﾋﾞｽ

業

教
育
，学
習
支
援
業

金
融
業
，保
険
業

建
設
業

公
務
宿
泊
業
，飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

情
報
通
信
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，娯
楽
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

不
動
産
業
，物
品
賃
貸
業

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

分
類
不
能
の
産
業

全
業
種

普通貨物

特殊自動車

大型バス

小型貨物

マイクロバス

乗用自動車

（km/年・台）

*1 業種は総務省HPの「日本標準産業分類」より分類 *2 集計対象は、対象者はNOｘ・PM法対象地域に使用の本拠を置き、普通貨物自動車、小型貨物自
動車、大型バス、小型バス、乗用自動車、特種自動車を30台以上使用する事業者*3県への届出事業者のみが対象のため、自動車運送事業者等除く
出所 NOx・PM法に基づく自動車使用管理実績報告書から愛知県作成
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公共用充電インフラの整備状況と課題
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EV・PHV用充電インフラの利用シーンは、家庭や職場での基礎充電、外出先での経路充電、目的地充電が
想定されます。本県ではこれまで「インフラ整備・配置計画」に基づき、経路・目的地充電といった公共用充電イ
ンフラの整備目標を掲げ、整備促進を図ってきました。

【充電器の利用シーン】
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出所：愛知県調べ

【県内の公共用充電インフラの整備基数の推移】 【県内の公共用充電インフラの整備箇所数の推移】
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第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題
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これまでに、ネットワーク参加者を始めとする事業者や市町村において、国の補助金も活用した整備が進められ
てきた結果、公共用充電インフラは、整備基数については概ね整備目標を達成する状況となっています。
また、整備箇所数は、県内のガソリンスタンド数（1,396箇所（2019年度末時点））と遜色ないところまで
整備が進み、全市町村に整備されていることから、面的な整備としては、概ね空白地帯が無くなり県内全域で整
備が進んだと評価できます。

県内の普及の現状と課題（充電インフラ）



【公共用充電インフラ（普通充電）の整備状況】

【公共用充電インフラ（急速充電）の整備状況】

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

出所：愛知県調べ
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第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

しかし、高速道路のサービスエリア等の一部の充電器では、利用の集中に伴う充電渋滞の発生が懸
念される他、老朽化した充電インフラの適切な更新といった課題があり、今後の車両台数増加に対応
するためにも、引き続き、適切な充電環境の整備を進める必要があります。

23

また、意識調査結果（P18参照）からは、従来車ユーザーのインフラ整備状況に対する認知度が
低いにもかかわらず、 EV等を保有（購入を検討）しない理由の上位に「充電インフラ数」が挙げられ
ています。インフラ環境に対する漠然とした不安感が購入の阻害要因の一つとなっていると考えられま
す。
さらに、目的地充電のうち 「飲食・宿泊・観光施設」については、県内の整備箇所数が少なく、意識
調査結果からも他の施設と比べてユーザー満足度が低いため、整備を促進することで、EV・PHVユー
ザーの利便性・満足度の向上とともに、多くの来場者が見込まれる施設でもあることから、従来車ユー
ザーの充電インフラに対する認知度向上も期待できます。

※耐用年数（8年）を経過する基数

（基） 実 績 推 計

出所：愛知県調べ
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【県内充電インフラの更新必要数※見込】

出所：EV・PHV・FCVの普及に係る意識調査結果（愛知県）

【EV・PHVユーザーのインフラ基数に対する満足度】



第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

基礎充電の状況と課題
集合住宅への充電器整備については、特に既築の集合住宅において、工事費等の導入費用が高額であること
や、導入にあたり管理組合の同意が必要といった課題があり、導入が進んでいません。
県内の従来車ユーザーとEV・PHVユーザーの居住形態を比較すると、EV・PHVユーザーは、従来車ユーザーと
比べて、「集合住宅」に居住する割合が低く、集合住宅における充電器の整備が進んでいない状況を反映してい
ると考えられます。
本県の住戸の約5割は集合住宅であることから、EV・PHVの本格的な普及拡大のためには、集合住宅への充
電器整備促進にも取り組む必要があります。
【県内の従来車・EV・PHVユーザーの居住形態】

[n=211]

[n=80]

[n=126]
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出所：EV・PHV・FCVの普及に係る意識調査結果（愛知県）

また、勤務先における充電環境については、ネットワーク構成員においても、従業員向けの充電器を設置してい
る割合はわずかであり、整備が進んでいない状況です。

【従来車・EV・PHVユーザーの車両の利用目的（平日）】

n=33出所：愛知県調べ
（ あいちＥＶ・ＰＨＶネットワーク構成事業者（79者）対象アンケート（2019年度））

①設置済み
12%
②設置予定または、設置について検討中

0%
③検討したが設置予定無し

9%

④検討したことが無い
79%

【ネットワーク構成員における従業員向け充電設備の設置状況】

平日の車両の利用目的をみると、従来車、PHVユーザーでは、「通勤」が最も多く、「買い物」が次いで多いのに
対し、EVユーザーは、「通勤」の割合が低めであり、「買い物」が最も多くなっています。
全体としては、自動車通勤が多い本県の特長を反映していると考えられますが、EVの通勤利用の割合が低め
な点は、勤務先での充電環境の整備不足による影響が現れている可能性があります。
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その他出所：EV・PHV・FCVの普及に係る意識調査結果（愛知県）



水素ステーションの整備状況等

愛知県 全 国

整備目標
2020年度 40基程度 160箇所程度

2025年度 100基程度 320箇所程度

現 状
営業中 26箇所

（全国１位） 135箇所

整備中含む 33箇所
（全国１位） 158箇所

【水素ステーションの整備状況（2020年10月時点）】

FCV用の水素ステーションは、「水素ST整備・配置計画」に基づき、2020年度及び2025年度の整備目標を
掲げ、水素充填需要が見込まれる地域から整備促進を図ってきました。
その結果、県内の水素ステーション数は、2020年10月時点で33箇所（整備中含む）で全国第1位の整備
状況となっていますが、現時点では、FCVユーザーの水素ステーションに対する満足度も低く、整備目標の達成に
向けて引き続き取組を進める必要があります。

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題
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（１）水素ステーション数 （２）水素ステーションの営業日・時間
【FCVユーザーの水素ステーション満足度】

出所：EV・PHV・FCVの普及に係る意識調査結果（愛知県）

非常に満足1% やや満足
2%

どちらともいえ
ない
6%

やや不満
14%

非常に不満
76%

無記入
1%

非常に満足
1%

やや満足
7%
どちらとも
いえない
10%

やや不満
18%

非常に不
満
64%

県内の普及の現状と課題（水素ステーション）

n=216
n=216



第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

県補助対象経費：
国の補助対象経費以外
（土地賃借料、
機器予備品購入費等）

出所：水素・燃料電池戦略ロードマップ評価ワーキンググループ資料（資源エネルギー庁）

水素ステーションの整備費
【2019年実績値(平均値):
3.3億円※】

水素ステーションの運営費
【2019年実績値(平均値):
3.1千万円※】

事業者負担 国

1/4

県

事業者負担 県国

1/41/2

1,030万円 定額（上限550万円）2,070万円

【水素ステーションの整備・運営コストと費用負担のイメージ】

※実績値は、「固定式オフサイト・300Nm3/h」の水素STに対する国補助金実績額（2019年度）からの試算値

国補助対象経費：
人件費、修繕費、警備費、水道光熱費等

水素ステーション整備上の課題

水素ステーションの整備上の課題としては、整備費が高額であること、また、FCVの普及が十分ではない現状に
おいては、維持・運営に大きな負担が生じるといった点が挙げられます。
このため、本県では、国の補助金に上乗せする形で、2015年から県独自の補助制度を実施しているところであ
り、当面の支援に加えて、水素ステーションを将来的に自立させるため、安全性を確保した上での規制見直しや
技術開発などによる整備運営コストの削減に向け、国への働きかけや企業への技術開発支援を継続する必要が
あります。
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第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題

蓄電・給電機能の活用の現状と課題

EV：４２％、 PHV：３０％、 FCV：２２％

EV：４％、 PHV：１３％、 FCV：１４％
 EV・PHV・FCVユーザーの外部給電関連機器保有状況

 従来車ユーザーのEV等の外部給電機能認知度

 EV・PHV・FCVユーザーのうち、外部給電機能（車載コンセント含む）を使用したことがある割合

※FCVについては、事業所としての保有状況

外部給電器 V2H機器 太陽光発電

EV 5% 1% 19% 

PHV 21% 2% 17% 

FCV 7% - 21%  

電動車の魅力である蓄電・給電機能については、災害時に活用することや、エネルギーシステムの一部として活
用することの社会的な期待が高まっています。しかしながら、意識調査結果では、従来車ユーザーの認知度が高く
ないこと、EV等のユーザーにおいても、実際に外部給電機能を使用したことがある割合や、外部給電器・V２Hの
保有割合は極めて低いことがわかりました。
本県の地域強靱化計画（2020年３月改訂）において、停電時における電動車等の活用の推進・促進が位
置付けられており、全国的に自治体と自動車メーカーやディーラー等との協定により、災害時の電動車活用を推進
する流れもあります。
本県においても、2020年1月に県とトヨタ自動車等が連携協定を締結したことを始め、他の県内自治体におい
ても、協定締結が進められています。今後は、このような協定を基にした実効性のある支援体制の構築が必要と考
えられます。。

 災害時の電動車活用に関する協定締結状況
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県内の普及の現状と課題（蓄電・給電機能）

 愛知県×トヨタ自動車（2020年1月）
 豊橋市×日産自動車（2020年7月）
 岡崎市×三菱自動車（2019年12月）
 蒲郡市×三菱自動車（2020年7月）

×日産自動車（2020年8月）

出所：EV・PHV・FCVの普及に係る意識調査結果（愛知県）

n=80

n=126

n=216

（n=211）

（n=80［EV］、126［PHV］、216［FCV］）



現状を踏まえ、今後の普及加速に向けては、以下のような課題に対する取組を進めていくことが求められます。

県内の普及の現状と課題

取り組むべき課題のまとめ

項目 課題

車両 • 普及台数が依然として少なく、EV・PHV・FCVを目にする機会、乗車機会も少ないこと
から、従来車ユーザーの認知度、関心が低い。

• 導入費用が高額。課税免除等によりランニングコストのメリットはあるが、トータルコストで
見ると従来車より高額。

• 車種のラインナップが限られており、ユーザーニーズを満たす多様な車種展開が必要。
充電インフラ • 一部の公共用急速充電器では、充電渋滞の発生が懸念。

• 経年劣化に伴う更新が必要な充電器の増加。
• 従来車ユーザーの公共用充電インフラ整備状況の認知度が低い。
• 今後の充電インフラ整備促進に必要な規制緩和が必要。
• 飲食・宿泊・観光施設といった、目的地充電の不足を感じているユーザーが多い。
• 既設集合住宅への充電器整備が進んでいない。
• 勤務先充電環境の整備が進んでいない。

水素ステーション • 整備費・運営費が高額で、現状では水素需要が少なく、採算性が低い。
• 営業日数、営業時間が限られ、FCVユーザーの満足度が著しく低い。
• 関連する規制緩和の推進が必要。

蓄電・給電機能 • 外部給電機能に対する認知度は高くなく、外部給電器やV２Hの普及が進んでいない。
• 自治体と自動車メーカーの協定により、災害時の電動車活用を推進する流れがあるが、
実効性のある支援体制の構築が必要。

第２章 EV・PHV・FCVを取り巻く現状と課題
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目標

普及目標検討の考え方

第３章 基本的な考え方

温暖化戦略2030では、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で26.0％削減することを
目標としています。
また、部門別の削減目標については、自動車からの排出を含む運輸部門では28.9%削減を目標
としています。
本プランで掲げる2030年度のEV・PHV・FCVの普及目標は、この運輸部門の温室効果ガス排出削
減目標を達成可能な普及状況とするため、以下のような考え方により、県内の自動車CO2排出量
の将来推計を行い設定しました。（目標検討方法の詳細は、参考資料に記載。）

2
9

概要

• 販売台数：2012-2018年度実績ベースから推計
• 走行距離：2013-2019年度実績ベースから推計
• 新車燃費：2019年度の新車燃費をベースに乗用車・

バス・貨物車の将来の燃費基準を反映

シナリオ

成り行き値

+

• 温室効果ガス排出量2013年度比28.9%削減を
達成可能な普及状況

普及目標（案）

愛知県CO2削減目標達成

目標のCO2削減割合とのギャップを確認
→次世代自動車普及における国の目標等を踏まえて、
EV・PHV・FCV比率を増加

① 温暖化戦略2030の運輸部門温室効果ガス排出削減目標である2030年度に2013年度
比で28.9%削減達成に必要なEV・PHV・FCVの普及目標を検討

② これまでの販売台数の実績値、今後の燃費改善の見込み等から、2030年度までの自動車
からのCO2排出量の成り行き値を推計、目標の削減割合（28.9%削減）とのギャップを把
握した上で、国の次世代自動車普及目標等を参考に目標を検討

【普及目標検討の考え方】

本推計の結果、本県の2030年度のEV等の販売台数割合が国の普及目標の上限に相当する30%に達す
るとした場合に、2030年度のEV等の保有台数割合は13%となり、自動車からのCO2排出量は、目標の削減
割合を上回る、2013年度比29.3％削減を達成する見込みとなりました。
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（2013年度）

13,327 千t-CO₂
（2030年度）

9,476 千t-CO₂
運輸部門
温室効果ガス
排出量

実績 目標

 EV・PHV・FCV普及目標

第３章 基本的な考え方

【2030年度EV・PHV・FCV普及目標】

CO₂

EV・PHV・FCV
新車販売割合※

（2018年度）

1.3 %
（2030年度）

30 %

地球温暖化
防止戦略
2030

EV・PHV・
FCV
普及加速
プラン

推計の結果を踏まえ、本プランで掲げる2030年度のEV・PHV・FCVの普及目標は、本県の運輸部
門の温室効果ガス排出削減目標の達成を前提に、国の次世代自動車普及目標の達成にも貢献する
ものとして、2030年度の県内の自動車販売台数の内、EV・PHV・FCVの割合を30%とすることを目指しま
す。
なお、本推計における自動車CO2排出量は、温室効果ガス排出削減目標設定時と同様に、燃料・エ

ネルギーの製造段階のCO2排出量は考慮しない Tank-to-Wheelで算出したものですが、長期的には、製
造段階も含めたWell-to-WheelによるCO2排出量の削減を目指して取組を進める必要があります。（本プラン
における Well-to-Wheelの位置付けについては、次ページ参照。）
このような点も含め、本目標については、目標年度の前であっても、今後の地球温暖化対策の進
展、EV等を取り巻く情勢の変化やユーザーニーズの高まり等の変化を踏まえ、見直しを検討します。

▲28.9％

※普及対象とする乗用車・バス・トラックの合計割合
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本プランにおけるWell-to-Wheelの位置付け

【Well-to-Wheelの概念図】

EV等の普及によるCO2削減効果を最大限発揮するには、使用する燃料・エネルギーの低炭素化も必要です。
自動車からのCO2排出量を考える際に重要なキーワードとして、「Well-to-Wheel」があります。「Well」は油
田を、「Wheel」は自動車を指し、「Well-to-Wheel」とは、燃料・エネルギーの製造段階から実際に自動車を
走行させる段階まで、全体を通して見た時の自動車の環境負荷を問う概念です。

出所：財団法人 日本自動車研究所「総合効率と GHG 排出の分析」

※１：Well-to-Wheel：
燃料・エネルギーの製造段階（Well:井戸）から
実際に走行させる段階（Wheel:車輪）

※２：Well-to-Tank：
燃料・エネルギーの製造段階（Well:井戸）から
自動車の燃料タンク（Tank:タンク）まで

※３：Tank-to-Wheel：
自動車の燃料タンク（Tank：タンク）から
実際に走行させる段階（Wheel：車輪）

対象範囲

WtT※2
（t-CO2）

TtW※3
（t-CO2）

WtW※1
（t-CO2）

＝ ＋算出式

WtW

Well Tank Wheel

一次エネルギー採掘・
精製・輸送 車両への充填 車両走行

TtWWtT

第３章 基本的な考え方

EV・PHV（EV走行時）・FCVは走行時だけで見れば、CO2を排出しない車ですが、「Well-to-Wheel」の
観点で見た場合、使用する電気や水素の製造方法によってCO2の排出量が変わってきます。
例えば、化石燃料を使用した火力発電所で作られた電気で走行するEVは、発電時にはCO2を排出していま
す。また、現在、国内で流通する水素のほとんどが化石燃料から製造されており、このような水素で走行するFCV
も完全なゼロエミッションとはなりません。
しかし、太陽光、風力等の再生可能エネルギー（以下、「再エネ」という。）により発電・製造された電気や水
素を使用すれば、 Well-to-Wheel全体で見ても、CO2排出量が0に近い値となります。

我が国では第5次「エネルギー基本計画」（2018年7月）に基づき、2030年のエネルギーミックスとして、電
源構成に占める再エネ比率22~24%の確実な実現を目指すとともに、将来的には再エネを「主力電源化」して
いくものと位置付け、発電コストの低減等により、導入を加速することとしています。
さらに、2020年7月には、非効率な石炭火力のフェードアウトや再エネの主力電源化を目指すための仕組みの
検討を開始し、2020年10月からはエネルギー基本計画の見直しに向けた検討に着手しています。

本プランでは、EV等の普及加速に主眼を置いているため、エネルギーミックスのあり方については、国の方針にゆ
だねることとしますが、EV等の普及を進める際には、このような燃料・エネルギーの動向も踏まえて、 長期的には
Well-to-WheelによるCO2排出量の削減を目指して取組を進める必要があります。
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自動車用燃料・エネルギーの多様化

【自動車用燃料・エネルギーの多様化】

（参考）自動車用燃料・エネルギーの多様化

本プランは、2050年の脱炭素社会を見据えて、 EV等の普及加速を図るものですが、EV等の普及が広く進む
までは、当面、化石燃料を使用する内燃機関車との併存が続くと考えられます。

石炭

バイオマス
（カーボンニュートラル）

原子力

水力/ソーラー/
風力/地熱
（再生可能エネルギー)

石油

天然ガス

CO2

エネルギー

• 採掘/精製技術、コスト

• ガス貯蔵技術
• インフラ整備

• CO₂削減技術
(燃料製造時)

• CO₂地中貯留

• セルロース・藻類活用技術
• 量の確保

• PHV、小型EV用電気貯蔵技術
• 充電インフラ整備
• EV用電気貯蔵技術
• 水素貯蔵技術
• インフラ整備
• CO2削減技術(水素製造時)

• コスト
• 量の確保

合成液体燃料

バイオエタノール
バイオディーゼル

電気

水素

ガソリン/軽油

ガス燃料

E-fuel

2015年 2030年 2050年

増加

大幅増加

大幅増加

大幅増加

大幅減少

増加

増加

燃料 導入比率イメージ 技術の壁

CO+H2

出所：経済産業省資料

第３章 基本的な考え方

このため、 WtWでの自動車からのCO2排出量削減に向けては、長期的には、EV等の普及とエネルギーミックス
の転換による、削減が必要と考えられますが、短期的には、内燃機関車の燃費向上と、燃料の低炭素化（天然
ガスやバイオ燃料等への転換）も並行して進める必要があります。
これまでの自動車燃料は、その大部分を石油系燃料に頼っていたところですが、今後は、様々な技術上の課題
を乗り越え、天然ガス、バイオ燃料、再エネによる電気、水素の活用といった燃料・エネルギーの多様化が急務とな
っています。

【世界の電動化の見通し】
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将来像：社会イメージ

電動化がもたらす将来社会のイメージ

第３章 基本的な考え方

【社会イメージ】

*1 情報通信技術

自動車の電動化

移動
• 自動運転による移動
時間の有効活用、及び
交通事故の減少などを
実現

• モビリティの連携に
よる移動の利便性・
効率化を実現

自動運転

MaaS

街づくり
• 電動化されたモビリ
ティのバッテリーを
災害時に利用可能

• ICT※1などの新技術を活
用しつつ、マネジメントが
行われ、全体最適化が
可能な都市

防災

スマートシティ

生活サービス
• 電動化されたモビリティに
蓄えられた電力を家で
有効活用可能

• マイカーを持たない人も
いつでもどこでも車を気
軽に利用可能

V2H

カーシェア

エネルギー
• 電動化されたモビリ
ティと電力網が連携
することにより、系統
安定化に寄与

• WtW排出量低減に
つながる再エネ導入が
拡大し、地産地消の
エネルギー利用が進展

V2G

再エネ活用

普及目標達成を目指して自動車の電動化を進めるとともに、CASEが進展することで、将来的には移動の低炭
素化だけではなく、生活サービスや街づくり、エネルギー等の領域も含めて、環境負荷の少ない持続可能な社会
構築が図られていくことが期待されます。
移動の面では、自動運転による移動時間の有効活用や交通事故の減少、MaaSを通じた鉄道等の他の交通
手段との連携による移動の利便性・効率化が進みます。特に自動運転は、エンジン車よりも精密な動作制御が
容易なEV等と親和性が高く、電動化とともに進展することが期待されます。
生活サービスの側面からは、太陽光発電やV2H等と電動車の連携により、エネルギーマネージメントによる太陽
光発電の自家利用や省エネが促進されたり、カーシェア等によりマイカーを持たない人もいつでもどこでも車を気軽
に利用可能になります。
エネルギー・街づくりの観点からは、電動車の蓄電・給電機能がエネルギーインフラの一部としても活用されていく
ことで、非常時における電源確保（V2H・V2B等）や系統電力の安定化（V2G）への寄与などにより、防災
力の強化、再エネ導入の拡大とそれに伴う WtW排出量低減、地産地消のエネルギー利用が進展し、低炭素・
分散・強靱な社会構築が推進されます。

EV等を取り巻く社会動向を踏まえ、本プランで掲げる普及目標の達成が、上記のような社会構築につながるこ
とをイメージしながら、普及加速の取組を進めます。
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車両の使用用途

 2030年度における車両の使用用途イメージ

第３章 基本的な考え方

【2030年度 EV・PHV・FCV車両の使用用途イメージ】
これまでの乗用車用途に加え、都市部での近距離
コミューター（ちょっとした移動ニーズを満たす短距離輸
送）や、シェアカーなどのモビリティサービスでの利用を中心
に普及が拡大

既存のガソリン車（ICEV）からの乗り換えにより、
中長距離の移動距離が必要となる乗用車で普及が拡大
し、HVとともに乗用車の中心となる

乗用車の車種展開が広がるとともに、高イニシャルコストを
吸収するため、長距離輸送のバス／トラックでも普及が拡
大

＜乗用車：リーフ＞ ＜乗用車（超小型EV）＞*

＜乗用車：プリウスPHV＞

＜乗用車：MIRAI＞ ＜トラック＞*

＜乗用車：アウトランダーPHEV＞

【2030年度 モビリティの棲み分けイメージ】

EV

PHV

FCV

総
走
行
距
離
／
台

車両サイズ・輸送量／台

【乗用車(超小型)】
EVEV

【バス・貨物(小型)】

EVEV
ICEVICEV

【バス・貨物(大型)】
FCVFCV
ICEVICEV

【乗用車】

EVEV

HVHV
PHVPHV
FCVFCV

【バス・貨物(中型)】
ICEVICEV

ICEVICEV

EV・PHV・FCVはいずれも環境性能に優れた車ですが、その車両性能や構造には車種毎に特長があり（次ペ
ージ参照）、得意とする使用用途は異なると考えられます。現在は、市販車両が販売されている乗用車での普
及が主となっていますが、商用車（トラック・バス）が自動車からのCO2排出量の約４割を占めており、今後の排
出削減に向けては、使用用途に応じて、車種毎の特長を活かしたEV等の普及を進めていく必要があります。
現時点で想定される、車種毎の移動距離や車両サイズ等に応じた将来的な棲み分けのイメージは以下のとお
りです。
EVは、ちょっとした移動ニーズを満たす近距離移動を中心とした役割、HV・PHVは既存のICEV※1・からの乗り
換えによる中長距離の移動を中心とした役割、そしてFCVは長距離輸送のバスやトラックなどの物流ニーズを中
心とした役割などが想定されます。
こうした車種毎の使用用途を想定しながら、対応する普及施策や充電器、水素ステーションといったインフラ整
備の促進を図ることで、効果的にEV等の普及の後押しをする必要があります。

※１：Internal Combustion Engine Vehicle （内燃機関自動車）
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EV PHV FCV

燃料

電気 ガソリン＋電気 水素

構造

特長

 外部電源から車載バッテリーに充
電した電気を用いて、電動モーター
を動力源として走行。
• ガソリンを使用しないため、走行
時のCO2排出量はゼロ

• 騒音・振動が少ない。発進は力
強く加速もスムーズ

【普及に向けたポイント】
現在のバッテリー容量では、短距離、
中距離の利用が中心。航続距離の延
長とコスト低減のため、バッテリー性能
向上のための技術開発と生産性向上
が必要。

EVとHVの長所を合わせて進化させ
たクルマ。EVと同様に、外部電源から
直接バッテリーに充電した電気による
モーター走行と、必要に応じてエンジ
ンを作動させたHV走行が可能。

• EV走行時はガソリンを使用しな
いため、走行時のCO2排出量は
ゼロ

【普及に向けたポイント】
EVと同様に、EV走行の航続距離の
延長とコスト低減のため、バッテリー性
能向上のための技術開発と生産性向
上が必要。

水素と空気中の酸素を化学反応さ
せて電気を作る「燃料電池」の電気
を動力源としてモーターで走行。
・走行中の排出は水のみであり、CO2
排出量はゼロ

【普及に向けたポイント】
高価格な燃料電池システムのコスト
低減や水素ステーションの個別機器の
コスト低減が必要。

（参考）EV・PHV・FCVの構造と特長

 EV・PHV・FCVの構造と特長

第３章 基本的な考え方

【EV・PHV・FCVの構造、特長】

EV・PHV・FCVの構造及び特長は下図の通りです。
構造の面からは、エンジン＋モーター駆動のPHV、モーター駆動のEV／FCVに区分され、HVをベースに、エンジ
ンとガソリンタンクを取ればEVに、バッテリー搭載量を増やして外部充電機能を追加すればPHVに、エンジンとガソリ
ンタンクを燃料電池と水素タンクに入れ替えればFCVになります。
EV・PHV・FCVの車両性能からみた普及に向けたポイントは以下の通りです。
• EV・PHV：バッテリーのみによる航続距離を延ばすために大容量のバッテリーが必要。しかし、バッテリーが大

きくなれば、コストと重量が増えることになる。
EV・PHVの普及のためには、このバッテリーの性能向上のための技術開発と生産性向上により、
将来的にガソリン車を上回るコストパフォーマンスを実現することが必要。

• FCV：燃料電池システムのコストは当初の1億円程度から、自動車メーカーを中心に低減努力が進められ
市販レベルまでコスト低減努力が進んできた。しかし、引き続き、高価格な燃料電池システムのコスト
低減や水素ステーションの個別機器のコスト低減が必要。

バッテリー
PCU

モーター

駆動輪

燃料
タンク

バッテリー

駆動輪

エ
ン
ジ
ン PCU

モーター

発電機

*FC:Fuel Cell

FC*
スタック

水素
タンク

駆動輪

PCU

モーター

バッテリー

＋ H2
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施策全体の方向性

施策の方向性

【普及加速の取組段階（イメージ）】

本プランの2030年度の普及目標達成に向けては、移動、生活サービス、街づくり、エネルギーといった、将来の
車と社会の関わり方をイメージした上で、EV・PHV・FCVの特長と取組段階に応じた効果的な普及施策を展開
します。
また、ネットワーク及び協議会を活用し、EV等の普及に関連する幅広い事業者や市町村等と連携・協力しなが
ら、取組を推進します。

① EV・PHV・FCVに対する関心は、まだまだ低い状況にあることから、導入促進にあたっては、EV等の認知
度向上、興味関心の喚起から、購入・導入時の支援、その後の利便性の向上、利活用の推進といった、
各段階に応じた適切な促進策を検討します。

② 今後の市場動向も踏まえながら、EV・PHV・FCVの特長を活かした、車種毎の具体的な用途、利用
シーンを想定した上で、効果的な普及啓発や支援施策を検討します。

③ 車両の普及を支えるインフラ（充電インフラ、水素ステーション）の整備促進、蓄電池、燃料電池の活用
によるエネルギーインフラとしての利活用促進を一体的に進め、持続可能な社会づくりに貢献します。

【施策展開の視点】

【取組分類（イメージ）】

普及目標
2030年度 EV・PHV・FCV

販売割合 30%

将来の
社会イメージ

自動車の電動化やCASEの進展により、
将来的に、移動の低炭素化だけではなく、
生活サービスや街づくり、エネルギー等の領域も含めて、
環境負荷の少ない持続可能な社会が構築
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認知認知
EV・PHV・FCVを導入しない理由として「関心がなかった」との回答が最も多くを占めていま
す。普及への第一歩として、EV・PHV・FCVの認知度を向上し、興味関心を醸成します。

利活用利活用
EV・PHV・FCVの普及を支え、利便性を向上するためのインフラ環境（充電インフラ及び
水素ステーション）整備を促進するとともに、エネルギーインフラとしての活用を促進し、環
境負荷の少ない持続可能な社会構築を図ります。

購入・導入購入・導入
EV・PHV・FCVの購入・導入段階において課題となる導入費用等について、補助金・課
税免除を中心とした支援を行い、購入・導入の後押しをします。

第４章 施策内容



車両導入の促進

第４章 施策内容

課題1

取組施策2

• 普及台数が少なく、EV・PHV・FCVを目にする機会、乗車機会も少ないことから、認知度、関心が低い。
• 導入コストが高額であること、車種のラインナップが少ないことが、普及が進まない要因となっている。
• EV等の導入促進につながるインセンティブが少ない。

 公用車への率先導入・活用促進
• 県は、公用車へのEV等の率先導入を図るとともに、県内市町村へも導入を働きかけ、需
要創出を図ります。

• 公用車として導入したEV等は、啓発活動や通常業務における積極的な利活用するととも
に、県民がEV等に触れる機会の創出・拡大について検討します。

• また、県内自治体における導入状況や実際の利用状況を把握するとともに、導入メリット
（CO2削減効果、ランニングコストの低減効果）を見える化、共有することで、一層の率先
導入を促進します。

事業者事業者

購入・導入購入・導入認知認知

車両導入の促進

 公共交通機関等への導入促進
• 多くの県民が利用する機会があるバス、タクシー、カーシェアリング・レンタカー事業者に対し、
補助制度の周知や、優良事例の発信により、用途に適したEV等の導入を促進します。

 物流分野への導入促進
• 新型コロナウィルスの影響により需要増大が見込まれる宅配分野でのEVやEVバイクの活用
について、先進事例の調査や導入を促進します。

• 今後の車両の開発状況や国内外の実証事業の動向等を踏まえ、幹線物流を担う大型ト
ラック等へのFCVの導入を促進します。

 社用車への導入促進
• ネットワーク及び協議会の構成員等と連携し、様々な業種・業態におけるEV等の導入、活
用事例を調査・発信し、補助制度の周知等により、導入を促進します。

 体験授業の開催
• 事業者や自治体の協力により、小・中学生を対象に、水素エネルギー社会を体験するバス
ツアーや、工業高校生を対象に、FCVの仕組みや整備方法に関するFCV専門講座を実施
します。

 啓発資材の作成・活用
• EV等の認知度向上のためのリーフレットや啓発資材を作成し、各種啓発活動で活用すると
ともに、電動車活用社会推進協議会「CEVS」などの電動車用ステッカーの活用を促進しま
す。

• EV・PHVについては、ネットワークの共通ロゴマークを啓発資材等で活用します。

 事業者向け見学会・研修会の開催
• ネットワーク及び協議会の構成員等と連携し、 EV等の導入において先進的な取組を実施
している事業者、自治体等の見学ツアーや研修会の実施を検討し、県内事業者の取組を
促進します。

普及啓発
 展示会、試乗会等の開催

• EV等の認知度向上、導入機運醸成のため、ネットワーク及び協議会の構成員等と連携し、
環境や産業に関する展示会や、集客力のあるイベント等において、EV等の展示や試乗会
を開催します。

• 県民・事業者それぞれの利用シーンを想定し、特に、環境性能だけではない、EV等の走行
性能、静音・静粛性、ランニングコストメリット及びEV等ならではの魅力である蓄電・給電機
能等に訴求した効果的な啓発活動を実施します。

認知認知

個人個人 事業者事業者
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第４章 施策内容

研究・開発の促進
 研究開発助成等

• 県内の次世代自動車産業の振興のため、EV・PHV・FCVの導入におけるコスト低減、車
種ラインナップの充実や、車両性能の向上、車両のライフサイクル全体での省エネルギー化、
省資源化につながる研究開発等に対する支援を実施します。

• 産業空洞化減税基金を活用した企業立地や研究開発・実証実験に対し助成を行います。
• 大学等のシーズを活用した産学行政連携の研究開発プロジェクトを実施します。

事業者事業者

購入・導入購入・導入 利活用利活用
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 低公害車導入義務制度
• 「県民の生活環境の保全等に関する条例」に基づき、自動車を多く利用している事業者に
対する低公害車導入義務制度を実施します。

• 本制度について、EV等の普及に向けて、対象車種などの制度の見直しを検討します。

 導入補助
• 県の「先進環境対応自動車導入促進費補助金」により、引き続き、EV等の導入を促進す
るとともに、今後の普及状況や社会情勢の変化等を踏まえ、補助対象を拡充する等、効
果的な見直しを行います。

• 国、県及び県内市町村が実施している補助制度や優遇措置を取りまとめ、広く情報発信
を行います。

 課税免除
• 本県独自のEV等を対象とした自動車税種別割の課税免除制度について、継続などを検
討します。

 自動車エコ事業所
• エコカー導入等に積極的に取り組む事業所を認定する県独自の「自動車エコ事業所」認
定制度について、EV等の導入促進に直接的につながる制度とするため、認定項目の段階
的な見直しを検討します。

• また、本制度のさらなる普及のための周知活動や、認定事業所が自社の取組をよりPRでき
るように、認定マークの見直し等を検討します。

 EV等利用時の優遇措置の検討、発信
• 県有施設の駐車料金割引制度などEV等利用者に対する新たな優遇措置を検討します。

購入・導入購入・導入

個人個人 事業者事業者

購入・導入購入・導入

事業者事業者

購入・導入購入・導入

個人個人 事業者事業者
利活用利活用



インフラ整備の拡充（充電インフラ)

第４章 施策内容

課題1

取組施策2

利活用利活用

公共用充電インフラ
 整備促進

• 国の補助制度の周知等や「次世代自動車充電インフラ整備・運用ガイドライン」の適切な
改訂、啓発により、公共用充電インフラの整備を促進します。

• 特に、利用が集中し、充電渋滞の発生が懸念されるエリアへの充電器の追加設置、高出
力化・複数口化や、老朽化により更新時期を迎える充電インフラについては、ネットワーク構
成員と連携し、適切な更新を促進します。

• また、多くの来場者が見込まれ、EV・PHVユーザーが特に不足と感じている飲食・宿泊・観
光施設への充電器の設置の働きかけを行います。

 公共施設への整備
• 県及び市町村が有する公共施設のうち、多くの自動車での来場が見込まれる施設、周辺
の交通状況や充電インフラの整備状況から、充電ニーズ高いと考えられる施設について、充
電インフラ整備を促進します。

 整備促進、利便性向上につながる情報発信
• 充電環境への不安を解消するため、県内の充電設備の整備状況を把握、発信するととも
に、充電設備の開発動向や、利便性向上のための技術開発の状況を把握し、用途に合
わせた情報発信を行います。

• 充電終了後の速やかな移動等、充電渋滞発生抑制につながる充電マナー向上のための
啓発活動を実施します。

基礎充電
個人個人

利活用利活用

 集合住宅への働きかけ
• 国の補助制度、マニュアルの周知や、優良事例の発信、支援策の検討等により、集合住
宅への整備を促進します。

 規制緩和の推進
• 設置コストの低減や利便性の向上につながる新たな設置場所への整備に係る規制緩和
等、今後の充電インフラ整備促進に向けて必要な規制緩和について把握し、必要に応じて
国への要望を行います。

 通勤利用の拡大
• 「従業員向け充電設備整備促進ガイドライン」による啓発・導入促進を図るとともに、通勤
利用での好事例の情報発信を行います。

利活用利活用

事業者事業者

事業者事業者

• 公共用充電インフラについては、県内の空白地帯は埋まりつつあるが、充電渋滞の解消、経年劣化に伴う充
電器の更新対応等により、今後の車両台数増加に対応する適切な充電環境の整備が必要。

• 従来車ユーザーの公共用充電インフラ整備状況に対する認知度は低く、充電環境に対する不安がEV・PHV
導入の阻害要因の1つとなっている。

• 県民の約5割が居住する集合住宅においては、充電器の整備が進んでおらず、特に既設の集合住宅では、
工事費等の導入費用が高額で、導入にあたり管理組合の同意が必要なため進んでいない。

• 通勤時の自動車利用が多い本県において重要と考えられる、勤務先充電環境の整備が進んでいない。
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取組施策2

 水素利活用モデルケースの構築
• 水素需要の拡大、水素社会の実現に向けて、セントレアにおいて水素を利活用する新たな
モデルケースを構築、取組を周知し、企業誘致や関連産業への参入を促進します。

水素利活用モデルの構築
事業者事業者

利活用利活用

 「愛知県庁水素社会普及啓発ゾーン」での啓発
• 県庁西庁舎駐車場で移動式水素ステーションを運用し、普及啓発活動を実施するととも
に、今後の普及啓発ゾーンのあり方を検討します。

普及啓発

認知認知

個人個人 事業者事業者

 規制の見直しの推進
• 整備費・運営費の低減、利便性の向上につながる水素ｽﾃｰｼｮﾝに係る保安規制の見直し
の推進を国へ要請します。

 新規参入事業者の掘り起こし
• 水素ステーションの運営に関心のある企業へ訪問し、支援施策等についての説明を行うとと
もに、水素エネルギー関連産業への事業参入を促進するための「水素ビジネス参入セミ
ナー」を開催します。

 整備費及び需要創出活動費の補助
• 「愛知県水素ステーション整備・配置計画」の整備目標（2025年度 100基）の達成を
目指し、水素ステーションの整備費や需要創出活動費（土地賃借料、機器予備備品購
入費等）に対し、国の補助金に上乗せする形での補助を行い、整備を促進します。

整備事業者への支援
事業者事業者

利活用利活用

課題1

インフラ整備の拡充（水素ステーション)

第４章 施策内容

• 水素ステーション数は全国第１位であるものの、整備費・運営費が高額で整備が進みにくく、十分な整備状
況とはなっていない。
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蓄電・給電機能の活用

第４章 施策内容

課題1

取組施策2

蓄電・給電機能の活用促進
 エネルギーインフラとしての利用促進

• 市町村との協調による補助金により、個人住宅への太陽光発電設備等とV2Hの一体的
導入を促進します。

• 再生可能エネルギー、蓄電池、充給電設備や電力平準化システムなどの節電意識を高め
る製品情報や優良事例、国、県、市町村が実施している補助制度等の情報発信を行い
ます。

• 今後のEV等のエネルギーインフラとしての利用拡大の動向等を踏まえ、「EV・PHV用充給
電設備整備促進ガイドライン」の見直しを検討し、同ガイドラインの活用や、市町村、事業
者と連携してイベント等での外部給電デモを実施することなどにより、蓄電・給電機能の啓
発を行います。

• 蓄電・給電機能の活用も含めEV等に関連する実証事業等の動向を把握し、情報共有を
進め、県内での展開についても検討します。

 防災活用の促進
• 県では、地域強靱化計画に停電時における電動車等の活用の推進・促進を位置づけてお
り、県内でも自治体と自動車メーカー等で災害時の電動車活用に関する協力を含む連携
協定の締結が進められています。

• このような取組を促進するとともに、連携協定に基づき、効果的にEV等を活用するための検
討を行います。

• 事業所のBCP対策としての導入事例を収集・把握し、情報発信します。
• 学校や福祉施設等、特に災害時の電源供給ニーズが高いと想定される施設へのEV等と
充給電設備や外部給電器の導入を働きかけます。

個人個人 事業者事業者

利活用利活用

 車載蓄電池のリユース・リサイクルの促進
• 今後のEV・PHVの台数増に伴い増加が見込まれる車載蓄電池については、定置型の蓄
電池等にリユース・リサイクルすることにより、EV等のコスト低減につながることも期待されます。
このような取組事例の動向を把握し、リユース・リサイクル製品の普及を図ります。

• 蓄電・給電機能のエネルギーインフラとしての活用は、EV等ならではの新たな利用価値として注目され始めて
いるが、従来車ユーザーの認知度は低く、EV等ユーザーでも実際に、外部給電機能を使用したことがある人や
V2H等の関連機器を保有している割合は極めて低い。

• 災害時の電動車活用について、実効性のある支援体制の構築が必要。
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第５章 プランの推進

推進体制等

推進体制

EV等の普及加速にあたっては、自動車メーカー、エネルギー事業者、インフラ関連事業者、レンタカー・カーシェ
ア等のモビリティーサービス事業者に加え、EV等のユーザーとなり得る幅広い事業者及び市町村等の各主体との
連携・協力を強めながら、積極的な取組を進める必要があります。
このため、「あいち自動車環境戦略会議」、「あいちEV・PHV普及ネットワーク」、「あいちFCV普及促進協議会
」において、取組の進捗状況や車両の普及状況、インフラ整備状況等の情報を共有し、構成員間の情報交換
や交流を図ることで、普及に向けた取組を推進していきます。
また、県として参画している「EVIグローバルEVパイロットシティプログラム」（PCP）、「電動車活用社会推進協
議会（CEVS）」 及び「中部FCV水素供給インフラ整備推進会議」といった広域的な連携のネットワークも活用
し、先導的・効果的な取組事例等を県内の事業者、市町村等へも展開することで、さらなる取組の推進を図り
ます。

年次レポートの作成

本プランの推進にあたっては、プランに位置づけた取組の着実な推進をはかる一方で、目標年次である2030
年までには、国の地球温暖化対策計画の見直しや、現時点では想定し得ない様々な社会情勢の変化が生じる
ことも予想されます。このため、毎年度、年次レポートを作成し、プランに示されている取組の進捗状況や新たに取
り組むべき課題の把握など、プランのさらなる充実を図っていくとともに、社会情勢の変化に応じたプランの点検、見
直しなどを行っていきます。

取組管理指標
プランに位置づけた取組の進捗状況を確認するため、以下のような取組管理指標を設定し、状況を把握しま
す。

項目 現状値

充電インフラの整備基数

水素ステーションの整備箇所数

… …検討中
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参画、取組の発信 先導的・効果的な取組事例の収集、
県内展開を図り、さらなる取組を推進

「あいちEV・PHVネットワーク」、
「あいちFCV普及促進協議会」等により、

各主体との連携・協力を強めながら、積極的な取組を推進

県民

多様な事業者 市町村

県

広域連携ネットワーク

EVIグローバルEVパイロットシティプログラム／電動車活用社会推進協議会／中部FCV水素供給インフラ整備推進会議 等



（参考）目標検討の方法

検討の方法

参考資料

運輸部門のCO2削減目標量（2013年度比28.9%削減）を達成するために必要なEV・PHV・FCVの普及
目標の検討にあたっては、国の次世代自動車普及目標や、これまでの販売動向等を踏まえ、将来の普及台数
及び自動車からのCO2排出量の推計を行いました。
CO2排出量の推計においては、 『保有台数*¹』『走行距離/台』『エネルギー効率』『エネルギー当たり排出係
数』の4つを主要パラメータとして設定し、以下のような考え方で設定しました。
本推計の結果、2030年度のEV等の販売台数割合が国の普及目標を前提とした30%に達するとした場合に
、2030年度の自動車からのCO2削減量が、目標量を上回って達成（2013年度比29.3％削減）することを
確認しました。

# パラメータ 考え方

販売台数
（台）

• 販売台数実績の傾向（PT・車種別）をベースに算出

• N年度販売台数
＝FORECAST（N年度の販売台数, 保有台数の差分として算出した2012～2018年度の販売台数実績)

保有台数
（台）

• 1903末時点の保有台数実績と19-30年度販売台数予測を加算し、試算
• N年度保有台数*1
＝（201903末保有台数×N年度残存率）＋（N年度販売台数×N年度残存率）＋（N-1年度販売台数×N-1年度残存率）＋（N-
2年度販売台数×N-2年度残存率）＋ ・・・・・
*¹：自動車検査登録情報協会 「自動車保有台数推移表」から抽出

走行距離/台
（百km/台・年）

• 乗用車、バス、貨物別に燃料消費量調査 愛知県実績を踏まえて試算
− 乗用車：13～19年度の平均値を算出し20～30年度の走行距離に適用
− バス、貨物：13～19年度の走行距離実績*をベースに予測
※乗用車は傾向が見えないため平均値を使用（国土交通省「自動車燃料消費量調査」愛知県実績から試算）

エネルギー
効率

（MJ/km）

新車燃費
• 19年度の新車燃費をベースに乗用車・バス・貨物の30年度までの燃費基準を反映
− 乗用車：経産省/国交省が提示している新燃費基準（CAFE方式で30年度25.4km/l）をベースに燃費改善を織り込み
− バス、貨物：経産省/国交省が提示している燃費基準（25年度バス6.52km/L貨物：7.63km/L）をベースに燃費改善を織り込み

保有燃費
• 19年度の燃費実績（保有燃費）を使用
（国土交通省「自動車燃料消費量調査」愛知県実績から抽出）

エネルギー
当たり排出係数
（kg-CO2/MJ）

• CO2排出係数は以下数値を使用*
- ガソリン ：2.32t-CO2/kl
- ディーゼル ：2.58t-CO2/kl

*：環境省 温室効果ガス排出量 排出係数一覧から試算

a

b

c

d

e

推計モデル（PT別,車種別で算出*²）

*¹：本推計における車両台数は、被けん引車、大型特殊車、特殊車、軽特殊車、二輪車は集計対象外
*²：ICEVガソリンその他（乗用車、バス、貨物）、 ICEVディーゼル（乗用車、バス、貨物）、HV（乗用車、バス、貨物）、EV（乗用車、バス、貨物）、PHV（乗用
車）、FCV（乗用車、バス、貨物）

2030年度
保有台数
（台）

2030年度
走行距離/台
（km/台）

エネルギー
当たり排出係数
（kg-CO2/MJ）

2030年度
CO2排出量

（kg-CO2/年）
× ＝

エネルギー
効率

（MJ/km）
× ×

平均値
新車

販売台数 走行距離 CO2
排出係数× ×新車

販売台数 走行距離 CO2
排出係数× ×新車

販売台数 走行距離 CO2
排出係数× ×新車

販売台数 走行距離 CO2
排出係数× ×新車

販売台数 走行距離 CO2
排出係数× ×新車

販売台数 走行距離 CO2
排出係数× ×

2020年度
新車販売台数
（台）

×
2020

2030

～2019年度末
保有台数
（台）

×
エネルギー
効率

（MJ/km）
残存率
（%）

~2019

2019年度時点の保有台数
のエネルギー効率

2020~2030年度毎の新車
販売台数のエネルギー効率

エネルギー
効率

（MJ/km）

×

a b c

e

d

【推計モデル】

【推計モデルのパラメータ設定】
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